


   ─― 財政の逼迫から、ヒト・モノ・カネの効率的かつ戦略的な配分が一段と

求められる。このため、各種政策について優先的に取組むべき分野・案件

をはっきりと順位付けし、その地域住民の合意形成が今以上に重要となる。 

② 利用すべき環境変化 

e. 地球環境問題に対する関心の高まり（「環境に優しい」商品志向） 

   ─― 1997年に日本が議長国となり京都議定書が採択され2005年2月に発効。

日本は、温室効果ガス排出量（CO2換算ベース）を 2008～2012 年度の平均

で 1990 年比▲6％削減の目標を掲げているが、2005 年度で同＋8.2％と、

目標に比べ 14.2％上振れている状況。このため今後、政府が議長国の面子

に掛けて、目標達成のために「環境に優しい」製品・商品への切り替えの

義務付け、当該商品の優遇措置を強力に推し進めてくる可能性は高い。 

f. 健康、「安心・安全」志向の強まり ─ 価値観の多様化 

   ─― 近年、大都市部の消費者を中心に、健康や「安心・安全」に対する    

敏感さが急速に強まっている。とくに、衣・食・住に関しては、その傾向

が顕著。このため、価格の安さという従来の物差しのほかに、健康や  

「安心・安全」に叶う商品に対しては、多少高くともお金を惜しまないと

いった価値観を持つ消費者が増加。 

g. インターネット等通信技術の高度化（「クチコミ文化」の隆盛） 

   ─― これまで地道に「足で稼いで」調査する必要があった商品の販売先や 

商品ニーズ等（所謂マーケティング）をインターネット上のブログ等を 

利用することにより、顧客の方からアプローチして貰える時代になった。

また、インターネット等を利用した情報交換（クチコミ）により、爆発的

にヒットする商品も少なくない。 

h. マーケットのボーダレス化 

   ─― 価格の安い輸入産品との競合が一段と激化する一方で、上記インター

ネット等通信技術の発達もあって、海外顧客との小規模なビジネスも可能

となり、販路が海外に大きく拡大している。また、欧米人の日本文化への

あこがれ、中国、韓国等アジア諸国の日本への関心も高まっている。 

i. 「団塊の世代」の大量退職 

   ─― 昨年後半以降、「団塊の世代」の大量退職時期を迎えているが、この  

世代は、総じて精神的に極めて若く、知的好奇心や社会参加・貢献の意識

が高い。また、お金もそれなりに持っており、質が高くかつ他と差別化   

された商品・サービスを好む傾向が強い。このため、従来の高齢者の消費

行動、社会参加行動とは異なるパターンをとる可能性が高い。 
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４．高知県経済活性化の方向性と活性化策の提言 

（１）優先・重点的な取組み分野 

○ 高知県のあるべき将来像を検討するに当り、高知県の地域特性を勘案すると、 

「中途半端な都会」ではなく、環境に十分配慮され、健康で安心・安全な生活が   

可能な、伝統的な文化を大事にする「日本一の田舎」を目指すことが望ましい。   

地域住民の合意の下、具体的な行動計画が策定され、地域を挙げて推進すると同時

に、こうした取組みを積極的に全国に向けて情報発信し、地域自体をブランド化  

することが必要である。 

すなわち、第一に、現在わが国の食料自給率が約 4 割と低い、今後中国等が食料

輸入大国となっていくことが見込まれる、バイオエタノール需要の高まりから穀物

価格が急上昇している状況下、高知県は食料・飼料の供給拠点として重要な位置を

占める。また、地球環境問題が一段とクローズアップされ、先行き温室効果ガスの

吸収自体が経済的にも価値を生む時代が到来することが想定される中、森林資源の

豊富さを誇る高知県が、温室効果ガス吸収における重要な地域となり得る。 

第二に、近年、わが国の国民の価値観が多様化する中、大都市部の消費者を中心

に、「環境に優しい」「健康に良い」「安心・安全」な商品への嗜好が強まっている   

ことに加え、精神文化の豊かさや癒しといった「都会人の非日常性」を「地域」に

求める傾向が強まっており、高知県はこうしたニーズを満たす資源に恵まれている。 

○ こうした観点に立つと高知県経済活性化に向けて優先・重点的に取組むべき分野

は、①第一次産業の再編とその周辺加工業の振興、②健康サービス産業

の振興、③観光振興、であると考える。その際のキーワードは、いずれも前述の

とおり、「環境に優しい」「健康に良い」「安心・安全」とするのが効果的である。 

 

①  第一次産業およびその周辺の加工業 

 ―─ 資源の豊富さ、大学等の研究・開発力も含めた産業のノウハウの高さに加え、

雇用吸収力が高く、地域の過疎化対策としても有効である。 

 ―─ 第一次産業およびその周辺の加工業は、今後、仮に第三次産業企業等の  

リストラや業界再編が進展する際に発生する失業者の大きな受け皿となり 

得る。 

 ―─ 第一次産業から第三次産業に移入した人材は、第一次産業や周辺の加工業の

振興に必要な技術を有しており、利用価値の高い潜在的な労働力といえる。 

 ―─ もっとも、第一次産業の再編、その周辺加工業の振興に当っては、価格   

競争力を向上し、従事者が一定レベルの所得を稼得できるようにする必要が 

ある。 
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② 健康サービス産業 

 ―─ 高知県は、高齢化先進地域であり、高齢化対策として医療・福祉・介護に   

関するニュー・ビジネスの展開が不可欠であると同時に、この分野には大きな

ビジネス・チャンスが存在するともいえる。高知県発でモデル事業化できれば、

全国的に注目されやすく移住促進の面でも大いにプラスとなる。 

 ―─ 中山間地域住民の生命、生活をどう守るかは、行政にとって解決すべき重要

なテーマであるが、少人数の集落の点在、高齢者の単独世帯の増加から、行政

コストが大きくなっている。この解決のためには情報通信コミュニケーション

技術の活用が極めて有効であり、ここにも民間の知恵を活かせる場がある。 

 ―─ 高齢者や退院者への食事指導や提供といった栄養管理・ケアを有機的に結合

させるなど、「食」を絡めたかたちで健康サービス産業を展開するのが効果的

である。その際、高知県で生産する「健康に良い」「安心・安全」な農・水産

品を提供することにより、農水産物の地産地消にも資する。 

 

③ 観光業 

 ―─ 観光振興は、自然環境の美しさ・多様性、全国的な知名度、観光資源の   

豊富さに加え、経済波及の大きさ、即効性の高さからみて有効である。莫大な

お金と時間が掛かる「箱物」依存ではなく、各地域住民がソフト面で工夫を  

こらすという方針で臨めば、比較的短期間で県外貨を稼ぐことが可能である。 

 ―─ 現在、県内各地で展開されているエコツーリズム、グリーンツーリズム、  

ブルーツーリズム、森林セラピーを単なる観光として捉えずに、地域の産品や

地域自体をブランド化するための手段として捉え、企業も協力して地域を  

挙げて産業ツーリズムとして複合的に展開する。上記①、②の取組みを大都市

消費者向けのメディカル・ツーリズムとして展開するのも面白い。 

 ―─ 同時に、各地域の観光イベント・ツーリズム、特産物の情報発信を効果的に

行う手法を整備することがポイントとなる。また、四国４県で連携し、県域を

越えた観光コース等を目的別に設定し、「四国観光」として全国に情報発信  

するのも効果的である。 

 

（２）具体的な経済活性化策の提言 

① 第一次産業の再編とその周辺加工業の振興 

a. 「環境に優しい」｢健康で｣「安心・安全な」地域実現への取組みと

積極的ＰＲ（県、市町村） 
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  ─ 地域の「環境に優しい」「健康に良い」「安心・安全な」特産物・商品を売り

出していくには、地域そのものをブランド化することが有効。このため、地域

を挙げて環境保全や安心・安全対策に積極的に取組み、それを PR していく。

具体的には次のとおり。 

ｲ. 高知全県（各市町村）における京都議定書の日本の目標（▲6％）遵守宣言 

    ･･･ 目標遵守に向けた具体的な環境保全対策（CO２排出削減計画等）を策定・

公表 

ﾛ. 間伐、森林整備状況、エネルギー代替の数値とそれに伴う CO２吸収効果等を

県等のホームページに常時公表 

ﾊ. 国への環境税導入、その優先還付等の働き掛け 

ﾆ. 「花・人・土佐であい博」開催に併せ、市町村内の歩行喫煙、指定場所以外

の喫煙の禁止宣言 

ﾎ. 市町村、広域連携による有機・無農薬農業、環境保全事業、循環型農業・   

林業・水産業、生ゴミの堆肥化等の推進・展開 

（具体例） 

▽農業：無・減農薬、家畜の糞尿の堆肥化等の循環型農業経営、ハウス園芸・

公共施設用ボイラーの木質バイオマス燃料への切替え、風力・太陽光

発電への取組み、河川・地下水の水質汚染防止への取組み、農薬空中

散布、環境ホルモン物質排出等環境汚染に繋がる要因の排除 

▽林業：間伐の推進、地元産の林産品を施設等に使用、木材乾燥用の重油  

焚きボイラーや公共施設の熱源の木質バイオマスボイラーへの切替え、

ダム湖の流木の木質バイオマスボイラー燃料としての活用、おが屑の

飼料化、残材を利用した活性炭バイオ技術の研究・商品化等の循環型

林業の構築、植林による河川汚染・災害防止の推進 

▽水産業：海面養殖に伴う残餌、排泄物等による沿岸海域の水質汚染防止へ

の取組み、河川の全流域の市町村と連携した河川の水質汚染防止への

取組み、海の観光地の美化への取組み 

b. 農業、林業、水産業の活性化モデルの策定・事業化と情報発信 
（大学、県） 

  ─ 第一次産業を「食べられる」産業にするには、生産・流通コストの引下げ、

高付加価値化・差別化、販路の拡大に取組むことが必要。また、こうした   

取組みの成功事例を基に活性化モデルを構築し、県内外に紹介・展開していく。

具体的には次のとおり。 

ｲ. 「環境に優しい」「健康に良い」「安心・安全」をキーワードに高付加価値化・
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差別化された商品を開発・発掘。その効果の検証を実施（結果を数値化）   

しつつ、国際機関・国・県の認証を取得。 

ﾛ. 集団的な生産・販売体制、エンドユーザーへの直接販売体制の構築による  

コスト削減。 

ﾊ. 素材・生鮮の生産のみならず、その素材の加工といった付加価値の高い過程

の一貫化。 

ﾆ. 産業界（生産、販売、PR）、大学（産への技術・ノウハウの提供、指導、検証・

試験）、県・市町村（人材・試験場の提供、補助事業化）、金融機関（事業化    

資金の融資）の連携により事業化するとともに、活性化モデルを策定。上記  

検証結果、事業化モデルをインターネットにより公表するとともに商品を販売。 

c. 第一次産業従事者と製造業企業との異業種交流の場の設置 

（大学、産業振興センター、県） 

  ─ 製造業企業は、既存の技術を活かし発展するかたちで、第一次産業に直結 

した分野に取組むべき。そのためにも、第一次産品を生産・管理するうえでの

新たな設備・機器ニーズの発掘、企業サイドの既存技術、新開発技術シーズの

提供を図る場が必要。 

d. 県の｢協働の森づくり事業｣パートナー協定締結企業等との連携強化 

（県、市町村） 

  ─ 定期的に協定締結企業トップを高知県に集め、環境サミットを開催すること

等を通じ、環境先進企業の高知県への更なる協力を促すとともに、「環境先進

県高知」を全国的に PR する。 
 

② 健康サービス産業の振興 

a. 地域における情報通信ネットワークの活用モデルの策定・推進と 

情報発信（通信事業業者、大学、県、市町村） 

  ─ 今後、中山間等、地域住民の命と生活を守るためには、通信情報ネット  

ワークやデータベースを活用して、市町村行政の非効率性を打開することが 

不可欠。具体的な活用策をモデル化し、それを公表・PR することで、団塊の  

世代の移住を促進することも可能。併せて、導入コストを抑えるために、  

「ラスト・ワンマイル」問題の打開策の検討が必要。 

  ─ ポイントは、一人暮らし高齢者の日常的な見守りと共助に必要な情報（含む

医療情報）の管理と見守り・共助システムの構築・実施。 

b. 地域における高齢者の食生活管理、医療体制の構築 

（大学、県、市町村） 
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  ─ 管理栄養士、医師と連携し、上記ネットワークを活用して食生活指導や遠隔

問診・相談を実施するとともに、県産の「健康に良い」「安心・安全」な食材

を使った食事・食材そのものを提供。上記モデルと併せて展開・公表すれば、

高齢化先進県のモデル事業として全国的に注目される。 

c. 中山間地域の共助体制の構築 

（県、市町村） 

  ─ 県境を越えて文化的、地勢的に近い 4 県の中山間が連携することが必要。  

具体的には、県境を越えた救急医療体制の整備、医療情報の共有、さらには、

県境を越えた物流（含む支援物資）、ボランティア交流（含む間伐等）の推進。 

 

③ 観光振興 

a. 産業ツーリズムの展開 

（県、市町村） 

  ─ 上記①、②を既存の各種ツーリズムと組合せるとともに、企業も連携し、  

産業ツーリズムとして展開。 

b. 高知県観光ＤＢの作成とより体系的なＩＴ情報発信方法の確立 

（県、コンベンション協会等） 

  ─ グリーンツーリズム、ブルーツーリズム、森林セラピー等、各地域で様々なツー

リズムが展開されているものの、有効な情報発信がなされておらず知名度が不足

しているのが実情。各情報を目的別に整理し、一元的にデータベース化(個別ツー

リズムのホームページにリンクを貼るかたちでも良い)し、情報発信するのが 

効果的。その際、高知県として拘りのワード(例えばホエールウォッチング等)

は、検索すると高知の情報がフロントページに出るよう仕組むことも検討。 

c. 広域ツーリズムの展開、観光モデルコースの策定（国内・海外   

観光客用、目的別）（県、コンベンション協会等） 

  ― 具体的には、以下を新たに整理・策定し上記と併せ情報発信。まずは高知県内

で整備した後、四国 4県が連携し共同で情報発信するよう発展させるのがベター。 

ｲ. 高知県内遍路道・札所の紹介（歴史、自然、文化、名産、宿泊等） 

ﾛ. 高知フラワーツーリズムの展開（花暦、季節ごとの見所マップの作成） 

ﾊ. 癒しと健康ツーリズムの展開（温泉、森林セラピー等、目的別マップの作成） 

ﾆ. 高知の祭りの紹介 

ﾎ. 高知遺産指定事業（公募・選定）の企画・運営 等 

    ･･･ 自然、地場産業・特産物、文化（含む食文化、伝統芸能）を記録・保存。 
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d. 企業、第一次産業従事者に対するＨＰ、ブログ作成相談窓口の設置 

（大学、県、ＮＰＯ） 

  ― 専門家による診断・アドバイスを実施。 

e. 県・各市町村ＨＰの点検の実施 

（県、市町村） 

  ─ 全国の観光客により興味を引くよう、専門家による診断・アドバイスを実施。 

f. 四国八十八遍路道世界遺産指定に向けた４県共同の取組み推進 

（関係各機関） 

  ─ まずは高知県で、県、該当市町村、経済・産業団体、大学、寺院等による   

横断的組織「四国遍路文化世界遺産登録推進会議」（仮称）を設置。 

g. 「県観光ビジョン」のアクションプログラムの策定、進捗状況の

チェック・公表（県） 

 

④ 活性化に必要な資金の手当て（資金不足への対処） 

a. 国からの各種補助金を有効的に活用 

  ─ 国の補助金メニューの事前的情報収集力、企画コーディネート力、企画書 

作成力が不足。このため、以下の対策を実施。 

ｲ. 早期情報収集および県内情報発信拠点の設置（大学、県、金融機関） 

    ･･･ 官庁四国拠点における説明会への官・民・学の出席、霞ヶ関や四国出先

官庁でのロビー活動。 

ﾛ. 企画書作成方法の指南・相談窓口の設置（〃） 

    ･･･ 専門業者の紹介。 

b.県財源難への対処 

  ─ 財源を効果的に活用するため重点・優先課題への集中的資金投入を図る必要。 

ｲ. 県経済のあるべき将来像の検討（部署横断的にマトリックス分析を実施） 

（県、市町村） 

ﾛ. 重点課題への補助金付与に当りコンペ方式の導入（〃） 

c. 民間資金の活用 

  ─ 上記コンペ方式とタイアップするかたちで、地域金融機関共同の高知活性化

ファンドを創設（県、金融機関）。併せて、事業化に当ってのアドバイザー的

な機能を備える。また、既存の民間のファンドも有効活用する。 
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⑤ 活性化に必要な人材の育成・手当て（人材不足への対処） 

a. 県の地域支援企画員（60 名）の更なる活用（県） 

  ─ 上記あるべき将来像に基づく県としての活動方向性の明示、研修強化。 

    ･･･ 上記企画書作成方法の指南・相談窓口としても活用。 

b. 県、高知市の部局横断的な中堅職員、青年会議所、商工会議所   

青年部等と土佐経済同友会･地域経済活性化委員会、大学との勉強会

の定期的開催（県、高知市、大学、青年会議所、商工会議所） 

c. 大学による地域人材教育の推進（大学） 

  ─ 地域におけるシンクタンク機能の発揮を期待。具体的には次のとおり。 

ｲ. 地域生涯学習システムの構築 

ﾛ. 市町村における調査活動への協力、活性化計画策定への参画 

d. 高知にＵ・Ｉターンする団塊の世代の地域活性化の人材としての 

積極活用（県、市町村） 

  ─ 地域に必要な人材（ツーリズム企画、マーケティング・商品開発、小・    

中学校の課外教育等）を公募するかたちでの移住促進。 

e. 郷土愛の強い、郷土に自信を持った有能な若い人材の育成 

（県、市町村） 

  ─ 高校・専門学校生・大学生に対しては、就業の大事さ・尊さを教えることが

必要。例えば、県内企業におけるインターンシップの拡大、当該活動に対する  

履修単位の認定。 

  ─ 小・中学生に対しては、高知県の環境保全への貢献等を、課外授業を通じ  

理解させ、郷土に対する自信を持たせることが大切。具体的には次のとおり。 

ｲ. 高齢者や団塊の世代が小さい頃に経験した山遊び、川遊び、海遊びを教材化

し、高齢者等が課外授業で体験。 

ﾛ. 県内製造業企業のＯＢ等を理科実験の課外授業の教師として活用。 

ﾊ. 観光の教材を作成（ビジュアル化し、ホームページ等を活用して提供）し、

総合学習の授業等で観光客への「おもてなしの心」を教育。 

  ─ また、中山間等地域で都会から小・中学生を迎え入れ、地元の生徒と共同生活・

体験学習をさせ、その経験を通じて郷土に対する自信を持たせるのも有効。 
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（むすびに） 

○ 上述の各種提言にどう取組むか、産、学、官、民が連携して、今後検討をさらに

深める必要がある。土佐経済同友会としても、関連する各委員会で個別提言ごと

に実現に向け検討をさらに深めていきたい。そのために、当委員会としては、  

本稿を活用して、県、市町村、大学等との勉強会、さらには、県民シンポジウム

を開催することにより、広く識者、県民の意見を求め、地域におけるビジョンの

合意形成の第一歩に繋げていくつもりである。また、市町村や大学とタイアップ

し、モデルケースとして提案内容を具体的に試行していきたいと考える。 

○ こうした取組みには、時間が掛かるし、様々な障害が生じてくるであろうが、  

県民挙げて、決して諦めることなく粘り強く、地域の活性化を自らの問題として

捉え、身近なところから、継続して取組むことが大事である。企業や産品の生産

者が、単に売上げを上げれば良いという時代は最早終わりを告げている。    

そうした方々が社会貢献、地域貢献をどう果すか、が地域で円滑に商売をして  

いく大原則として求められる時代になっているように思う。その意味では、環境

保全・修復、安心・安全な産品の提供、地域教育・人材育成にどう主体的に関与

するか、が今後益々重要になってくる。 

○ また、地域全体で戦略分野の「選択と集中」を図り、活性化策を策定し実行する

に当り、多様化する地域住民・企業の価値観や利害を纏め、地域住民・企業の   

意識改革、協力・連携を引き出していくためには、①地公体の強力なリーダー 

シップによる地域の合意形成努力、②策定したビジョンの実現に向けた地公体の

政策誘導や民間が自立するまでの間の支援が不可欠である。その意味では、行政

の果す役割は、これまで以上に重要性が高まっているといえる。ただ、地域住民

の主体的・自発的な活動・努力 ─ 行政への過度な依存心の排除 ─ なしには、

行政による活性化支援の効果は大きく減殺されることとなり、厳しい地公体財政

とも相俟って、このバランスをどう取っていくかが、極めて重要なポイントと  

なる。 

○ なお、本稿で示したビジョンの策定方法（マトリックス分析）は、どのような   

ユニット、例えば、県、市町村、さらに小さな地域コミュニティ、あるいは、    

個別企業でも活用可能なものであり、まずは各セクターでこうした分析を行い、

己を、相手を、外的環境の変化を知り、自分たちで何ができるか、考えてみて   

ほしい。本提言に、行政はもちろん、一人でも多くの地域住民や企業の方々が  

関心を持ち、やる気に繋げて頂ければ幸いである。 
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【地域経済活性化委員会  検討メンバー一覧】 

渋谷 康一郎 （委員長） 坂本 導彦 （副委員長）  

依光 晃一郎 （書記役）    

石塚 悟史 伊丹 由美 伊野部 重晃 大野 加恵 岡内 啓明 

小川 孝司 尾﨑 典之 川久保 雄司 國藤 孝志 栗田 寛 

桑名 龍吾 小門 賢一 坂本 世津夫 佐々木 徹 嶋﨑 誠史 

下元 浩靖 高木 象一 高橋 真 高村 禎二 武石 利彦 

竹島 龍輔 武田 倫明 田畑 一生 中越 武義 久松 朋水 

福長 秀彦 藤田 正 堀田 元明 松山 正博 眞鍋 豊志 

宮川 裕二 森 英俊 山口 治 吉阪 佳洋 吉田 憲司 

吉村 文次 米山 憲男 中西 穂高 武藤 信義  

 

【地域経済活性化委員会開催記録】 

2006年 

第１回    １月26日  14名 

第２回    ２月16日  19名 

第３回    ３月16日  14名 

第４回    ４月27日  17名 

第５回    ５月24日  17名 

第６回    ６月29日  16名 

第７回    ７月13日  14名 

2006年度第１回定例会（当委員会主催） ７月24日 

第一部 委員会報告 「高知県経済の現状・課題と活性化」 

第二部 パネルディスカッション 「高知県経済活性化の方向性」   

司会：渋谷康一郎 

パネリスト：武藤信義氏（高知工科大学連携研究センター長） 

受田浩之氏（高知大学国際・地域連携センター長） 

大嶋俊一郎氏（高知大学大学院黒潮圏海洋科学研究科助教授） 

第８回    ８月24日  14名 

第９回    ９月21日  16名 

第10回    10月12日  16名 

第11回    11月16日  16名 

第12回    12月21日  19名 

2007年 

第１回    １月18日  13名 

第２回    ２月22日  14名 

第３回    ３月22日  12名 

第４回    ４月26日  18名 

第５回    ５月17日  11名 

第６回    ６月21日  14名 



 

 

土佐経済同友会・地域経済活性化委員会では、本稿に関する 

皆さんからのご意見、ご感想を広く求めております。 

つきましては、以下の連絡先まで、郵便、ファックス、メール

にて、何なりとご意見、ご感想をお寄せください。宜しくお願い

します。 

 

連絡先 

 土佐経済同友会 事務局 

 〒780-0823 

 高知市菜園場町 1-21 四国総合ビル 3F 

 四銀キャピタルリサーチ（株）内 

 TEL：088-885-6707 

FAX：088-883-1156 

 メール・アドレス：tosadoyu@orange.ocn.ne.jp 
  インターネット・ホームページ： 

          http://www.tosa-te.ne.jp/~tosadoyu/ 
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